
特集特集

　

実
施
に
向
け
て
は
、
ま
ず
２
０
２
４
（
令
和
６
）

年
度
に
「
制
度
の
本
格
実
施
を
見
据
え
た
試
行
的
事

業
」が
１
１
８
自
治
体
で
行
わ
れ
た
。
２
０
２
５（
令

和
７
）
年
度
に
は
法
律
上
で
制
度
化
（
地
域
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
事
業
／
自
治
体
の
判
断
に
お
い
て
実

施
）、
２
０
２
６
（
令
和
８
）
年
度
に
法
律
に
基
づ

く
新
た
な
給
付
制
度
（
全
自
治
体
で
実
施
）
と
な
っ

た
。
な
お
、
２
０
２
５
（
令
和
７
）
年
度
は
、
２
３

１
自
治
体
（
実
施
予
定
も
含
め
る
と
２
５
２
自
治

体
／
２
０
２
５
年
12
月
2
日
時
点
）
で
事
業
が
開
始

さ
れ
て
お
り
、
実
施
主
体
別
で
は
社
会
福
祉
法
人
と

公
立
が
同
数
で
最
も
多
く
な
っ
て
い
る
（
図
1
）。

大
き
く
「
余
裕
活
用
型
」と

「
一
般
型
」に
分
か
れ
る

　

実
施
方
法
は
、
保
育
所
等
の
空
き
定
員
の
枠
を
活

用
し
て
受
け
入
れ
を
行
う
「
余
裕
活
用
型
」
と
、
定

員
を
別
に
設
け
、
在
園
児
と
合
同
ま
た
は
専
用
室
を

設
け
て
受
け
入
れ
を
行
う
「
一
般
型
（
在
園
児
合
同

実
施
、
専
用
室
独
立
実
施
、
独
立
施
設
実
施
）」
に

分
か
れ
て
い
る
（
図
2
）。

　

実
施
方
法
別
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
次
の
通
り
と
な
っ

て
い
る
。

〈
余
裕
活
用
型
〉

◦�

保
育
所
、
認
定
こ
ど
も
園
、
家
庭
的
保
育
事
業
等

（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
を
除
く
。）
を
行
う
事
業

所
に
お
い
て
当
該
施
設
ま
た
は
事
業
を
利
用
す
る

こ
ど
も
の
数
が
定
め
ら
れ
た
利
用
定
員
の
総
数
に

満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
、
当
該
利
用
定
員
数
か

ら
当
該
利
用
こ
ど
も
数
を
除
い
た
数
以
下
の
数
の

乳
幼
児
を
対
象
と
し
て
実
施
が
可
能
。 

◦�
余
裕
活
用
型
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
に
お
い
て

「
こ
ど
も
誰
で
も

通
園
制
度
」が
ス
タ
ー
ト

「
保
育
の
量
の
拡
大
」か
ら

「
す
べ
て
の
子
ど
も
・
子
育
て
家
庭
を
支
援
」へ

　

我
が
国
に
お
け
る
保
育
政
策
は
、「
保
育
の
量
の
拡

大
」
を
目
指
し
、
２
０
１
３
（
平
成
25
）
年
度
か
ら

の「
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
」、２
０
１
８（
平

成
30
）年
度
か
ら
の「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」、
２
０

２
１
（
令
和
３
）
年
度
か
ら
の
「
新
子
育
て
プ
ラ
ン
」

で
、
待
機
児
童
対
策
を
中
心
に

行
わ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
施

策
に
よ
り
、
待
機
児
童
数
の
減

少
、
過
疎
地
域
で
の
保
育
所
定

員
充
足
率
の
低
下
等
が
み
ら
れ

る
結
果
と
な
っ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
、
そ
れ
ま
で
の

「
保
育
の
量
の
拡
大
」
か
ら
の

転
換
を
図
り
、
す
べ
て
の
子
ど

も
に
適
切
な
養
育
や
健
や
か
な

成
長
・
発
達
を
保
障
し
て
い
く

こ
と
を
求
め
る
「
こ
ど
も
基
本

法
」
が
２
０
２
２
（
令
和
４
）

年
４
月
に
国
会
に
提
出
、同
年

６
月
に
可
決
・
成
立
お
よ
び
公

布
さ
れ
、２
０
２
３
（
令
和
５
）

年
４
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。

　
「
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
」
は
、２
０
２
４
（
令

和
６
）
年
６
月
に
成
立
し
た
「
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
月
一

定
時
間
ま
で
の
利
用
可
能
枠
の
な
か
で
、
就
労
要
件

を
問
わ
ず
時
間
単
位
等
で
柔
軟
に
利
用
で
き
る
新
た

な
通
園
給
付
と
し
て
創
設
さ
れ
た
。
0
歳
6
カ
月
か

ら
満
３
歳
未
満
で
保
育
所
等
に
通
っ
て
い
な
い
子
ど

も
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。

　2025（令和7）年度までは、自治体の手上げ方
式で提供されていた「こども誰でも通園制度」が、
2026（令和８）年４月から全国で本格実施されて
います。これまで、新たに発生する業務（認可、確認、
給付認定、給付費の支給等）に係る業務フローや参
考様式が公表され、2026（令和8）年3月には、
同制度の保育士向け研修資材も公表されました。実
施する際のポイント、事業者の対応についてみてい
きます。
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◦�

乳
児
お
よ
び
１
・
２
歳
児
の
空
き
定
員
枠
を
活
用

し
て
、
本
制
度
の
対
象
と
な
る
こ
ど
も
の
受
入
れ

を
行
い
、
利
用
こ
ど
も
（
こ
ど
も
誰
で
も
通
園
制

度
を
利
用
す
る
こ
ど
も
の
こ
と
を
い
う
。
以
下
同

は
、
設
備
お
よ
び
職
員
の
基
準
は
、

設
備
運
営
基
準
第
25
条
の
規
定
に
よ

り
、
本
体
施
設
ま
た
は
事
業
所
に
つ

い
て
定
め
る
基
準
に
従
う
。

※1…�https://www.murc.jp/library/survey_research_report/koukai_260306/
※2…�https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/0afde15f-8760-4477-806a-ed72b6916696/�

　　　　　　　　　　73ef8dc8/20260406_policies_hoiku_daredemo-tsuen_76.pdf WAMー2026.5 ●23 ●WAMー2026.5

こども誰でも通園制度実施状況速報（令和7年度／こども家庭庁）より

こども誰でも通園制度の実施に関する手引（令和8年3月改訂版）より
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受入開始（予定）
※252自治体のうち、175自治体が令和７年度中に総合支援システムを活用予定。
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令和7年度実施予定自治体と開始時期
事業所類型の

実施自治体数
※予定数含む
※複数回答含む

·································172自治体
············ 157自治体

················ 61自治体
················ 61自治体
················ 60自治体

·········· 42自治体
······················· 31自治体

······· 28自治体
····························· 17自治体

······················· 17自治体
······················· 10自治体

····················8自治体
···························· 7自治体
···························· 6自治体

··············· 5自治体
··············· 4自治体

····························· 4自治体
·················· 3自治体

······················ 2自治体
··························· 1自治体

······························ 156自治体
·········································· 156自治体

···································· 129自治体
······································ 50自治体

······················· 27自治体
········································ 17自治体

································· 15自治体
········································ 8自治体
·····································… 6自治体
········································ 4自治体
········································ 4自治体

·································· 1自治体

運営主体ごとの
実施自治体数

※予定数含む
※複数回答含む

認可保育所
認定こども園（幼保連携型）
小規模保育事業所（Ａ型）
認定こども園（幼稚園型）
認定こども園（保育所型）
幼稚園（施設型給付を受ける）
地域子育て支援拠点
幼稚園（施設型給付を受けない）
認可外保育施設
事業所内保育事業所
企業主導型保育施設
小規模保育事業所（B型）
一時預かり事業所
家庭的保育事業所
認定こども園（地方裁量型）
自治体独自事業（未定含む）
単独（専用）施設
小規模保育事業所（Ｃ型）
児童発達支援センター
放課後デイサービス

社会福祉法人
公立
学校法人
株式会社
特定非営利活動法人
個人立
一般社団法人
医療法人
宗教法人
合同会社
有限会社
公益財団法人

≪受入開始自治体≫
２３１
※12/2時点

２５２
≪実施予定自治体≫

実施事業所数は、1,986カ所

こども誰でも通園制度の実施状況（令和7年度）図1

クラス定員の数＋
誰でも通園利用児童の
こどもの数に対する
面積基準を足す必要あり２名の在籍定員の空き枠を活用し

誰でも通園利用児童を受け入れる

こども誰でも通園制度 余裕活用型一時預かり事業

例えば、０歳児・９人クラスの場合。
クラスの定員枠とは別に、

クラス内に誰でも通園利用枠を設け、
且つ専任の保育士を配置。※2

例えば、0歳児・9人クラスで、
7人の在籍児童しかいない場合、
保育士は3名以上配置。※1

クラスとは別に、
誰でも通園専用室を設け、
専任の保育士を配置。※3

一般型（在園児合同） 一般型（専用室独立実施）余裕活用型

保育所等における実施 一般型こども誰でも通園制度における実施

余裕活用型一時預かり事業をする場合

一般型
（在園児合同）余裕活用型 一般型

（専用室独立実施）

上記の運用と同様に、在籍定員の空き
枠を活用し、こども誰でも通園制度利
用児童、余裕活用型一時預かり事業利
用児童を受け入れることが可能

上記の運用と同様に、一般型の定員の空
き枠を活用し、余裕活用型一時預かり事
業利用児童を受け入れることが可能

こども誰でも通園制度の実施方法図2

※１ �保育所、認定こども園、家庭的保育事業等（居
宅訪問型保育事業を除く。）を行う事業所に
おいて当該施設又は事業を利用する児童の数
が定められた利用定員の総数に満たない場合
において、当該利用定員数から当該利用児童
数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として
実施が可能。定員内での受入れのため、基本
的に各クラスの保育者による受入れが基本。

※２ �こどもに関わる職員は、在園児の保育体制と
は別に、設備運営基準第 22 条に則し、乳児
おおむね３人に対して従事者1人、満 1歳以
上満 3 歳未満の幼児おおむね 6 人に対して
従事者 1 人以上を配置。なお、従事者の半数
以上が保育士となること、配置する従事者が
2 人を下回らないことを遵守する必要あり。

※３ �基本的に本制度の対象となるこども同士で過
ごす形態。活動内容や時間帯によっては、実
施事業所の実情に応じて在園児と一緒に過ご
すことも可能。独立施設実施の場合も同様
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全
て
の
関
わ
る
人
の

質
の
向
上
を
目
指
す

　
平
成
8
年
に
設
立
さ
れ
た
医
療
法
人

敬
英
会
（
法
人
本
部
：
大
阪
市
）
は
、「
人

に
や
さ
し
く
、
全
て
の
関
わ
る
人
の
質

の
向
上
を
目
指
す
」
と
い
う
法
人
理
念

の
も
と
、
地
域
に
根
ざ
し
た
医
療
・
福

祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
住
み
慣
れ
た

地
域
で
利
用
者
・
家
族
が
安
心
し
て
自

立
し
た
生
活
を
続
け
る
こ
と
を
支
え
て

き
た
。

　
法
人
の
沿
革
と
し
て
は
、
平
成
10
年

に
和
歌
山
県
橋
本
市
に
介
護
老
人
保
健

施
設
「
グ
リ
ー
ン
ガ
ー
デ
ン
橋
本
」
を

開
設
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。現
在
は
、

橋
本
市
の
ほ
か
、
大
阪
市
と
豊
中
市
に

お
い
て
、
3
カ
所
の
老
健
を
は
じ
め
、

介
護
付
き
有
料
老
人
ホ
ー
ム
、
ケ
ア
ハ

ウ
ス
、
認
知
症
対
応
型
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
訪
問
介
護
事
業

所
、
居
宅
介
護
事
業
所
等
を
運

営
。
さ
ら
に
、
関
連
法
人
に
大

阪
府
寝
屋
川
市
で
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
等
を
運
営
す
る
社
会

福
祉
法
人
敬
英
福
祉
会
が
あ

り
、「
敬
英
会
グ
ル
ー
プ
」
を

形
成
し
て
い
る
。

　
和
歌
山
県
橋
本
市
に
あ
る
老

健「
グ
リ
ー
ン
ガ
ー
デ
ン
橋
本
」

は
、
人
材
不
足
が
慢
性
化
す
る

地
域
の
な
か
で
、
超
強
化
型
老

健
と
し
て
稼
働
率
１
０
０
％
を

維
持
し
な
が
ら
、
質
の
高
い
リ

ハ
ビ
リ
と
ケ
ア
を
提
供
し
て
い

る
。

　
同
施
設
が
立
地
す
る
橋
本
市

の
人
口
推
移
や
地
域
特
性
に
つ

い
て
、
理
事
長
の
光
山
誠
氏
は

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　「
橋
本
市
は
、隣
接
す
る
大
阪

府
の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
し
て
高

度
経
済
成
長
期
に
人
口
が
急
増

し
ま
し
た
が
、
平
成
12
年
の
約

7
万
人
を
ピ
ー
ク
に
減
少
し
続

け
て
お
り
、
令
和
32
年
に
は
半

減
す
る
こ
と
が
推
計
さ
れ
て
い
ま
す
。

労
働
人
口
の
流
出
も
進
み
、
介
護
人
材

の
確
保
が
非
常
に
厳
し
い
地
域
と
な
っ

て
い
ま
す
。
近
年
は
介
護
人
材
の
不
足

に
加
え
、物
価
高
騰
な
ど
に
よ
り
、老
健

の
経
営
状
況
は
厳
し
く
な
っ
て
お
り
、

令
和
5
年
度
の
全
国
に
あ
る
老
健
の
赤

字
施
設
の
割
合
は
3
割
を
超
え
、
廃
止

施
設
が
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
そ
の

よ
う
な
な
か
、
当
法
人
は
、
平
成
21
年

か
ら
人
材
不
足
に
対
す
る
戦
略
と
し
て

「
処
遇
改
善
」、「
生
産
性
向
上
」、「
多

様
性
」
と
い
う
3
つ
の
方
針
を
掲
げ
、

と
く
に
外
国
人
介
護
人
材
の
確
保
・
育

成
・
定
着
に
注
力
し
て
き
ま
し
た
」（
以

下
、「
　
」
内
は
光
山
理
事
長
の
説
明
）。

担い手不足時代を拓く
外国人人材の活用

　福祉医療機構では、地域の福祉医療
基盤の整備を支援するため、有利な条
件での融資を行っています。今回は、
その融資制度を利用された和歌山県橋
本市にある介護老人保健施設「グリー
ンガーデン橋本」を取りあげます。同
施設は、人材不足が慢性化する地域で、
先駆的に外国人職員の採用、育成を行
っています。実践する取り組みについ
て取材しました。

— 和歌山県橋本市・医療法人敬英会 介護老人保健施設グリーンガーデン橋本 —

施設の概要施設の概要

〒 648−0003　和歌山県橋本市隅田町山内 19191
  TEL   0736−37−4165
  FAX   0736−37−4185
  URL   https://keieikai.com/

開　　設：平成 10 年 4 月
理 事 長：光山　誠
定　　員：入所定員 100 人、通所定員 40 人
法人施設：介護老人保健施設 3 カ所、介護付き有料老人ホーム、ケアハウス、グループホーム、デイサービ

スセンター、ヘルパーステーション、ケアプランセンター
関連法人：社会福祉法人敬英福祉会

医療法人 介護老人保健施設グリーンガーデン橋本敬 英 会  
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〒105-8486 東京都港区虎ノ門4-3-13ヒューリック神谷町ビル9階
独立行政法人福祉医療機構 総務部 広報課
TEL：03-3438-9240 fax：03-3438-9949
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